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オンラインで実施する講座・イベントは視聴できる機器をお持ちの方が対象です（通信費等は申込者負担）。

◆住民記録 ▶転入・転出・転居・世帯変更の届け出（国外からの転入手続き・
国外転出者のマイナンバーカード継続利用の手続きは取り扱いません）、
▶マイナンバーカードによる転入届け出（事前に前住所地でカードによる転
出届け出が必要）、▶外国人住民の住居地届（在留カードまたは特別永住者
証明書（在留カード等へ切り替える前の方は外国人登録証明書）が必要）、
▶住民票の写し、住民票記載事項証明書の交付（請求できるのは、本人か同
一世帯の方のみ。広域交付住民票の写しは発行不可）、▶不在住証明書の
交付、▶印鑑登録申請・廃止の届け出、▶印鑑登録証明書の交付（印鑑登録
証（カード）が必要）、▶マイナンバーカードの交付（予約が必要）・届け出等、
▶公的個人認証（電子証明書の発行等）、▶特別永住者に関する申請等
場 問 戸籍住民課住民記録係（本庁舎1階）☎（5273）3601

◆戸籍  ▶戸籍届書の預かり（届書の内容確認等は翌開庁日）、▶埋火葬・改葬許
可証、区民葬儀券の交付、▶戸籍・除籍・改製原戸籍謄抄本、戸籍・除籍全部（個
人）事項証明書、戸籍の附票の写しの交付（請求できるのは、その戸籍に記載さ
れている方とその配偶者、直系血族（関係が確認できる戸籍等が必要）のみ。戸
籍等広域交付証明書は取り扱いません）、▶身分証明書、不在籍証明書の交付
場 問 戸籍住民課戸籍係（本庁舎1階）☎（5273）3509
◆国民健康保険 ▶加入・脱退の届け出
場 問 医療保険年金課国保資格係（本庁舎4階）☎（5273）4146
◆税証明 ▶課税（非課税）・納税証明書の交付（申告等により税情報がある方
のみ対象）
場 問 税務課収納管理係（本庁舎6階）☎（5273）4139　

　納付が困難な方や滞納している方はご相談ください。納付のほか、電話相
談も受け付けます。
開設時間 午前9時～午後5時（受け付けは午後4時30分まで）
場 問 滞納対策課滞納対策係（本庁舎6階）☎（5273）4311（受け付けは区納
付案内センター）

\ 4月は26日 / 第4日曜日の区役所本庁舎窓口開設

住民税・国民健康保険料の納付相談を実施します

開設時間 午前9時～午後5時
開設場所 区役所本庁舎▶住民記録・戸籍…1階、▶国民健康保険…4階、
▶税証明…6階
取扱事務 下記の事務に限ります。
注意事項 必要書類・本人確認書類等を事前に必ず担当係へお問い合わせ
の上、おいでください。他の機関に確認が必要な手続き等は取り扱えない
場合があります。

　消費者活動の促進と、区民への知識を普及するため、事業に必要な経費の
一部を助成します。
対 新宿消費生活センター分館の登録団体、区の消費者行政に協力する団
体、区内で活動するボランティア・NPO等の社会貢献的活動団体、その他区
長が適当と認めた団体
対象事業 4月1日～令和9年3月31日に実施する消費者市民社会・消費生活
に関する学習、講演会、調査･研究、普及啓発活動等の公益性のある事業（他
の補助を受けている事業、営利や政治・宗教活動を主とする事業を除く）
助成額 対象事業経費の3分の2以内（1事業につき上限20万円。年間助成額
は上限40万円）

申 事前に相談の上、5月15日㈮までに所定の申請書等を直接、
問合せ先へ。申請書等は問合せ先で配布しているほか、新宿区
ホームページ（右二次元コード）から取り出せます。
問 消費生活就労支援課消費生活就労
支援係（第2分庁舎3階）☎（5273）
3834

消費者活動を促進する事業に助成します

本人向けサポート
●個別相談（若者専門相談）
　専門の相談員が、あなたの働くことや自立への想いをお伺いします。何から
始めたらいいか分からない方も、まずはご相談ください。
日 月～金曜日午前8時30分〜午後5時（祝日、年末年始等を除く）
●フリースペース（居場所事業）
　趣味の話をしたり、静かに過ごしたり、さまざまなプログラムに参加しなが
ら、自分らしく社会とつながれるようサポートします。
日 毎週月・火・木・金曜日午後1時〜4時45分（祝日、年末年始等を除く）
●就労準備支援
　コミュニケーショントレーニングや職場見学等、働く土台づくりを支えます。
対 区内在住の15歳～おおむね39歳で現在仕事をしていない方、または不安
定な就業状況にあり自立を目指したい方ほか

家族向けサポート
●子どもの自立を支える家族の会「紬の会」
　子どもの自立に悩んでいる家族が困りごとや不安を語り、支え合う会です。
※初回参加時に利用登録が必要です。
日 4月20日、5月18日、6月15日、7月27日、
8月17日、9月28日、10月19日、11月16日、
12月21日、令和9年1月18日、2月15日、3月
15日の月曜日午前10時30分～12時
対 区内在住の社会的自立に悩みを抱える15
歳～おおむね39歳のお子さんがいるご家族
ほか、各日8名程度
申 4月17日㈮～各日の前日に電話または直接、問合せ先へ。先着順。
場 問 区勤労者・仕事支援センター（新宿7-3-29、新宿ここ・から広場しごと棟）
☎（3200）3311

若年者就労支援室「あんだんて」をご利用ください
　「あんだんて」は、働くことや自立に悩むご本人と、ご家族を応援するためのスペースです。まずは、今の不安や心配を話してみませんか。利用方
法等詳しくは、「あんだんて」ホームページ（右二次元コード。HPhttps://www.andante-shinjuku.net/）をご覧ください。
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